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男女平等に関する国内の動向や取り組み 
 
１ 女性の活躍推進等について 
（１）年表でみる取り組み 

 主だった動き・法律の整備等 
平成 26 年(2014 年) ・内閣に「すべての女性が輝く社会づくり本部」設置 

平成 27 年(2015 年) 
・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）」の制定 

平成 28 年(2016 年) 

・「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（男女雇用機会均等法）」の改正 
・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（育児・介護休業法）」の改正 
・「ニッポン一億総活躍プラン」の策定 
・「東京都女性活躍推進白書」の策定 

平成 29 年(2017 年) 
・「育児・介護休業法」の改正 
・「東京都女性活躍推進計画」の改定 

平成 30 年(2018 年) ・「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の施行 
令和元年(2019 年) ・女性活躍推進法の改正 

令和４年（2022 年） 
・女性活躍推進法の改正 
・「東京都女性活躍推進計画」の改定 

令和６年（2024 年） ・「育児・介護休業法」の改正 

令和７年（2025 年） 

・「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27 
年法律第64号）（女性活躍法）の期限を10 年間延長 
（令和18 年３月31 日まで） 

 

令和７年（2025 年） 
独立法人男女共同参画機構法（整備法）及び独立行政法人男女共

同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（整備

法）（令和 8 年４月 1 日設立） 
 
（２）それぞれの取り組みの詳細 
  ①女性の活躍推進に向けた取り組み 
   ・女性活躍法の期限延長 

職員の男女の給与の額の差異及び管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の情報

公表を義務付けること等の措置を講ずる。 
 

   ・内閣府男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」について 

(令和７年７月資料) ※別紙のとおり (一部抜粋しております)  
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  ② 独立法人男女共同参画機構法（整備法）及び独立行政法人男女共同参画機構法の施行に

伴う関係法律の整備に関する法律（整備法）（令和 8 年４月 1 日設立） 
   「基本法の施行から 25 年、我が国の男女共同参画の現状を見ると、意思決定過程への女

性の参画、女性の経済的自立等、なお一層の努力が必要とされている。こうした現状を

鑑み、国の実施体制を強化するため、男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナシ

ョナルセンター」として機構を新設する。 
     また、機構に「ナショナルオブセンターズ」として機能を付与し、地域における諸課

題の解決に取り組む各地の男女共同参画センター等を強力に支援することで、女性に選

ばれる地域づくりを後押しする。」（「機構法制定の趣旨」より抜粋） 
 






























